
令和３年度 松浪地区まちぢから協議会 第７回 運営委員会 次第 

日時 令和３年１１月１７日（水）  

場所 松浪コミニティセンター ホール１・２ 

１ 開会（前田会長） 

２ 議事 

（１）松浪コミセンまつりについて 

(２) 賀詞交歓会について

(３)その他

３ 防災対策部会からの進捗報告 

４ 自治会長部会からの進捗報告 

５ 市民安全部会からの進捗報告 

６ 自治会館の管理運営について 

７ 松浪コミュニティセンター・子どもの家「なみっこ」の管理運営について 

８ 松浪コミカフェ管理運営について 

９ 松浪まちぢから協議会ＨＰの現状報告 

１０ 会計からの報告 

１１ 各団体からの報告・共有 

(１) 松浪地区社会福祉協議会

(２) 松浪地区民生委員児童委員協議会

（３）松浪地区老人クラブ連合会 

(４) 松浪地区地域包括支援センターさざなみ
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(５) 松浪地区体育振興会

(６) 松浪地区スポーツ少年団

(７) 汐見台小学校区青少年育成推進協議会

(８) 緑が浜小学校区青少年育成推進協議会

(９) 松浪小学校区青少年育成推進協議会

(１０) 汐見台小学校ＰＴＡ

(１１) 緑が浜小学校ＰＧＴ

(１２) 松浪小学校ＰＴＡ

(１３) 松浪中学校ＰＴＡ

(１４) 食生活改善推進団体

(１５) 浜竹一丁目自治会

(１６) 浜竹二丁目自治会

(１７) 浜竹三丁目自治会

(１８) 浜竹四丁目自治会

(１９) 松浪一丁目自治会

(２０) 松浪二丁目自治会

(２１) 富士見町自治会

(２２) LG富士見町自治会

(２３) 常盤町自治会

(２４) 緑が浜自治会

(２５) 汐見台自治会

2



(２６) 出口町自治会

(２７) ひばりが丘自治会

(２８) 美住町自治会

（２９）公募委員

１２ まちぢから協議会連絡会 

１３ スケジュールについて 

１４ 閉会 

次回運営委員会：令和３年１２月１５日（水） 
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 令和３年１１月  日   

各自主防災組織会長 様 

茅ヶ崎市防災対策課長  

令和３年度防災リーダー養成研修の開催について（依頼） 

 日頃より本市の防災行政につきましては、格別の御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上

げます。 

 さて、早速ではございますが、標記研修を次のとおり開催いたしますので、研修参加者

を推薦くださいますようお願い申し上げます。  

 今年度の研修については、ご自宅等でのテキスト（事前送付）学習による「個別研修」

と研修会場でのグループワーク・意見交換等を行う「集合研修」を併用して開催すること

といたしました。  

※研修の修了には、「個別研修」「集合研修」ともに受講いただく必要があります。

１ 日 時 

内 容  日 程  

個別研修  

主なテーマ（予定）  

① 防災基礎知識について

② 地域での防災活動について

③ 避難所での活動について

など  

１月上旬～下旬（予定）  

※日程の詳細は、参加者に通知いたします。

※ご都合に合わせて学習いただけます。

集合研修・修了式  

（グループワーク・意見交換） 

※右記のいずれかの日程番号

を選択してください。

各回定員：４０人  

①  ２月１２日（土） ９：００～１２：００  

②  ２月１２日（土）１４：００～１７：００  

③  ２月１３日（日） ９：００～１２：００  

④  ２月１３日（日）１４：００～１７：００  

２ 集合研修会場 茅ヶ崎市役所本庁舎４階会議室  

３ 対 象 者 

自主防災組織会長の推薦を受けた自主防災組織員、もしくは地域内の事業所関係者。  

※平常時・災害時の防災対策においては、男女双方からの視点が必要なため、女性の受講

者の積極的な推薦に御協力をお願いします。

※従前よりも受講しやすい日程となっておりますので、多世代の方のご参加をお待ちして

います。

４ 申込期日 令和３年１２月２４日（金）まで 

【裏面もあります】 

令和３年１１月１０日 

まちぢから協議会連絡会 資料２ 

市民安全部 防災対策課
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５ 推薦方法 

【別紙】推薦書を電子メール、郵送にてお送りいただくか、防災対策課窓口へ直接お

持ちください。  

ＦＡＸでの送信については、誤送信等のトラブルを回避するため、今回よりお断りし

ますのでご了承ください。  

  受講者が決定次第、自主防災組織会長及び受講者本人へ通知します。  

６ 連絡事項 

（１）【別紙】推薦書の様式については、市ホームページにも掲載していますので、ダウ

ンロードしてご使用ください。

（２）「個別研修」については、受講者へ講習テキストを送付します。 

また、主要テーマについて YouTube 等によるオンライン視聴も可能です。（必須ではあ

りません。）  

なお、講座の要点について知識の定着を目的に、簡単な「確認テスト」を行います。  

※確認テストは、参加者へ個別に送付します。

※確認テストは、あらかじめ回答を記入いただき、集合研修当日に、会場にて提出し

ていただきます。

（３）「集合研修（グループワーク・意見交換）」については、参加人数に著しい不均衡が

生じた場合は、日程変更をお願いする場合があります。  

※参加にあたっては、後日送付予定の「受講案内」に従い、マスク着用・手指消毒・

検温等の感染防止対策にご協力をお願いします。

【感染リスク高まった際の対応について】  

次のような場合は、日程を延期し、あらためて実施する予定です。  

▪ 本市に新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置が適用されたとき

▪ 神奈川県に緊急事態宣言が発令されたとき

▪ 相対的にみて感染リスクが高まっており研修の開催が難しいと判断されたとき

※延期の際は、参加者本人及び自主防災組織会長へ連絡します。

（４）「修了式・貸与品授与」については、集合研修終了後、同会場にて実施します。

（５）「今回の防災リーダー養成研修を受講された方」については、令和４年度防災リー

ダーフォローアップ研修（基礎講座・実技講座）を受講していただきます。

※開催は令和４年７月頃を予定しています。

※日時等の詳細は、受講者へあらためてご連絡いたします。

連絡先 

〒２５３－８６８６ 

茅ヶ崎市茅ヶ崎１－１－１ 茅ヶ崎市防災対策課防災担当 

電    話 0467-82-1111（内線 1461~1463） 

電子メール bousai@city.chigasaki.kanagawa.jp 

茅ヶ崎市トップページ＞防災＞訓練・研修・講座＞防災リーダー養成研修  
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令和 年 月 日 

（宛先）茅ヶ崎市市民安全部防災対策課長 

自主防災組織 

会  長

防災リーダー養成研修参加者を次のとおり推薦します。 

住  所 
〒 

電話番号 

フリガナ
生年月日 

（西暦） 
年   月   日 

氏  名 
男 

女 

集合研修希望日 第１希望 □① □② □③ □④ 第２希望 □① □② □③ □④

住  所 
〒 

電話番号 

フリガナ
生年月日 

（西暦） 
年   月   日 

氏  名 
男 

女 

集合研修希望日 第１希望 □① □② □③ □④ 第２希望 □① □② □③ □④

住  所 
〒 

電話番号 

フリガナ
生年月日 

（西暦） 
年   月   日 

氏  名 
男 

女 

集合研修希望日 第１希望 □① □② □③ □④ 第２希望 □① □② □③ □④

※「集合研修希望日」は、希望する日程番号の□に☑を第２希望まで記入してください。

（依頼文の集合研修・修了式を参照してください。）

別 紙 

【裏面もあります】 7



～ご記入いただくにあたっての注意事項～ 

１．推薦にあたっては、参加者本人に確認のうえ、記入をお願いします。 

２．「集合研修（グループワーク・意見交換）」については、参加人数に著しい不均衡が

生じた場合は、日程変更をお願いする場合があります。 

３．推薦書が複数必要な場合は、本推薦書をコピーしていただくか、市のホームペジから

ダウンロードをしてください。また、防災対策課窓口でも配布可能です。 

茅ヶ崎市トップページ＞防災＞訓練・研修・講座＞防災リーダー養成研修 

４．推薦書は、電子メール、郵送にてお送りいただくか防災対策課窓口へ直接お持ちください。 

ＦＡＸでの送信については、誤送信等のトラブルを回避するため、今回よりお断りしますので

のでご了承ください。 

５．電子メールで送信された方には、受信確認のため防災対策課より返信メールを送ります。 

  返信メールが５日以上届かない場合は、防災対策課までお問い合わせください。 

６．申込期限は、令和３年１２月２４日（金）までとなります。 

〒２５３－８６８６ 

茅ヶ崎市茅ヶ崎１－１－１ 

茅ヶ崎市役所防災対策課 防災担当 

電 話 ０４６７－８２－１１１１（内線１４６１～１４６３） 

電子メール bousai@city.chigasaki.kanagawa.jp 

問い合わせ先・送付先 
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令和３年●●月●●日 

（宛先）茅ヶ崎市市民安全部防災対策課長 

●●●●●●●●●● 自主防災組織 

会  長 ●● ●●

防災リーダー養成研修参加者を次のとおり推薦します。 

住  所 
〒２５３－８６８６ 

茅ヶ崎市茅ヶ崎１－１－１ 電話番号 ０４６７－８２－１１１１ 

フリガナ ボウサイ  タ ロ ウ
生年月日 

（西暦） 
１９８０年 ５月 １日 

氏  名 防  災  太  郎 
男 

女 

集合研修希望日 第１希望 □① □② □③ ☑④ 第２希望 □① ☑② □③ □④ 

住  所 
〒２５３－８６８６ 

茅ヶ崎市茅ヶ崎１－１－１ 電話番号 ０４６７－８２－１１１１ 

フリガナ ボウサイ  ハ ナ コ
生年月日 

（西暦） 
１９８４年 ７月２０日 

氏  名 防  災  花  子 
男 

女 

集合研修希望日 第１希望 ☑① □② □③ □④ 第２希望 □① ☑② □③ □④ 

住  所 
〒２５３－８６８６ 

茅ヶ崎市茅ヶ崎１－１－１ 電話番号 ０４６７－８２－１１１１ 

フリガナ ボウサイ  タ イ チ
生年月日 

（西暦） 
２００８年１２月２３日 

氏  名 防  災  太  一 
男 

女 

集合研修希望日 第１希望 □① ☑② □③ □④ 第２希望 □① □② □③ ☑④ 

※「集合研修希望日」は、希望する日程番号の□に☑を第２希望まで記入してください。

（依頼文の集合研修・修了式を参照してください。）

別 紙 

記入例 
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感震ブレーカー等設置費補助金制度について 

１．申請状況について 

令和３年１０月○○日時点の申請状況は、下表の通りです。今年度の当初予算

額は、５,７００,０００円で、現時点までに交付している金額は、２,０１０,３

００円（執行率３５.３％）となり、追加申請が可能です。申請期間は令和４年

１月３１日までとしておりますので、ご希望がありましたら、追加の申請をお願

いいたします。 

２．実績報告について 

実績報告の提出期限は、令和４年２月２８日となっています。 

設置まで完了しましたら「実績報告書・領収書・名簿表」の提出をお願いいた

します。 

３．その他 

補助金の対象機器の参考価格が１０月より一部変更されております。 

●価格変更機種：⑩一発遮断（裏面参照）

【変更前】４,１８０円（自己負担：１,４８０円/市負担：２,７００円） 

【変更後】５,４４５円（自己負担：２,４４５円/市負担：３,０００円） 

地 区 申 請 数 
H26～現在 

累計設置率(%) 

茅 ヶ 崎 １４ １５．８ 

茅ヶ崎南 ２１０ ２８．８ 

海 岸 １４７ ５５．２ 

南 湖 ２１ ８．０ 

湘 南 ５２ ７．４ 

鶴 嶺 東 ２０９ １４．０ 

鶴 嶺 西 ０ １．８ 

松 林 ６０ １２．３ 

小 和 田 ６ ０．５ 

松 浪 ２５ １３．９ 

浜 須 賀 ６ ３０．４ 

湘 北 １４３ １１．７ 

小 出 １０ ４．５ 

合 計 ９０３ １６．４ 

令和３年１１月１０日 

まちぢから協議会連絡会 資料３ 

都市部 都市政策課 
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令和４年度一斉改選候補者推薦及び欠員補充に向けたスケジュール 

年度 月日等 一斉改選候補者推薦 欠員補充 

令 

和 

３ 

年 

度 

8月 20日 

（金） 

■第１回茅ヶ崎市民生委員推薦会

・民生委員・児童委員及び主任児童委員推薦基準について ― 

10月 29日 

（金） ― ■第２回茅ヶ崎市民生委員推薦会

・候補者の推薦について

11月 10日 

（水） 

○茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会

・候補者の内申（個人調書の提出）依頼について

・一斉改選に関する地区別説明会について

・一斉改選候補者推薦スケジュールについて

・民生委員児童委員及び主任児童委員推薦基準について

― 

12月中旬 

～ 

１月中旬 

○一斉改選に関する地区説明会（地区ごと）

・民生委員・児童委員、主任児童委員の内申（個人調書の提出）依頼について

・民生委員・児童委員、主任児童委員の職務について

・地区民児協の取組み等について

― 

説明会終了後、 

内申（個人調書の提出）の受付を開始します。 

― 

２月上旬 

― 
■第３回茅ヶ崎市民生委員推薦会

・候補者の推薦について

（欠員に対する候補者の内申があった場合）

３月下旬 ○内申書類の提出一次締切（期間：約３か月） ― 

令 

和 

４ 

年 

度 

４月上旬 ○内申に関する再度の依頼

→内申（個人調書の提出）のなかった自治会、

まちぢから協議会等に対し、改めて依頼します。

― 

６月中旬 

― 
■第１回茅ヶ崎市民生委員推薦会

・候補者の推薦について

（欠員に対する候補者の内申があった場合）

６月下旬 ○内申書類の最終締め切り ― 
７月上旬 ■第２回茅ヶ崎市民生委員推薦会

・一斉改選に係る候補者の推薦について
― 

９月上旬 ○神奈川県社会福祉審議会民生委員審査専門分科会

・茅ヶ崎市長から推薦された候補者の推薦について
― 

９月下旬 ○神奈川県から厚生労働大臣への推薦

○国においての審査

○国からの内定

― 

12月上旬 ○民生委員・児童委員委嘱式・退任式【一斉改選】 ― 
２月上旬 

―
■第３回茅ヶ崎市民生委員推薦会

・候補者の推薦について

（欠員に対する候補者の内申があった場合）
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３茅民推第２号 

令和３年１１月１０日 

自治会長 各位 

茅ヶ崎市民生委員推薦会 

委員長 岩田 はるみ 

（委員長印省略） 

一斉改選に伴う民生委員・児童委員候補者の内申等に係る地区別説明会について（依頼） 

初冬の候、皆様方におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

また、日頃より、民生委員・児童委員の内申等につきましては、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、令和元年度に一斉改選いたしました民生委員・児童委員の方々が、令和４年１１月３０日をも

って任期が満了となり、同年１２月１日に一斉改選が行われます。 

 来年度の一斉改選につきまして、これまでと同様に各自治会長様より内申をいただきたくご依頼申し

上げます。 

 また、候補者をご選出いただくにあたり、民生委員・児童委員の日頃の活動とともに、一斉改選に伴

う内申に係る提出書類について説明させていただきますので、是非ご参加下さいますようよろしくお願

い申し上げます。説明会では、内申に関する依頼も、同時にさせていただく予定でおります。 

 ご多忙のところ大変恐縮に存じますが、地域福祉の主要な担い手である民生委員・児童委員の活動に

ご理解いただき、ご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

１ 説明会開催日時 

２ 説明会開催場所 

３ 説 明 内 容 １）民生委員・児童委員の活動と役割

２）民生委員・児童委員の地区での活動

（地区民生委員児童委員協議会会長より） 

３）民生委員・児童委員の一斉改選に係る内申について

４ 次期民生委員委嘱期間 令和４年１２月１日～令和７年１１月３０日（３年間） 

５ その他 説明会の席上におきまして、内申に係る提出書類等を配布させて

いただきます。 

事務担当：茅ヶ崎市 

福祉部福祉政策課福祉政策担当 森・中田・舟橋 

電話 0467-82-1111（内 3221～3223） 
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３茅民推第３号 

令和３年１１月１０日 

  まちぢから協議会会長 各位 

茅ヶ崎市民生委員推薦会 

委員長 岩田 はるみ 

（公印省略）  

一斉改選に伴う主任児童委員候補者の内申等に係る地区別説明会について（依頼） 

初冬の候、皆様方におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 また、日頃より、民生委員・児童委員及び主任児童委員の内申等につきましては、ご協力を賜

り厚くお礼申し上げます。 

さて、令和元年度に一斉改選いたしました民生委員・児童委員及び主任児童委員の方々が、令

和４年１１月３０日をもって任期が満了となり、同年１２月１日に一斉改選が行われます。 

 来年度の一斉改選につきまして、これまでと同様に各地区まちぢから協議会（湘北地区は自治

会連合会）会長様より内申をいただきたくご依頼申し上げます。 

 また、候補者をご選出いただくにあたり、民生委員・児童委員及び主任児童委員の日頃の活動

とともに、一斉改選に伴う内申に係る提出書類について説明させていただきますので、是非ご参

加下さいますようよろしくお願い申し上げます。 

説明会では、内申に関する依頼も、同時にさせていただく予定でおります。 

 ご多忙のところ大変恐縮に存じますが、地域福祉の主要な担い手である民生委員・児童委員及

び主任児童委員の活動にご理解いただき、ご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

１ 説明会開催日時 

２ 説明会開催場所 

３ 説 明 内 容 １）民生委員・児童委員及び主任児童委員の活動と役割

２）民生委員・児童委員及び主任児童委員の地区での活動 

（地区民生委員児童委員協議会会長より） 

３）民生委員・児童委員及び主任児童委員の一斉改選に係

る内申について 

４ 次期主任児童委員委嘱期間  令和４年１２月１日～令和７年１１月３０日（３年） 

５ その他  説明会の席上におきまして、内申に係る提出書類等を配

布させていただきます。 

事務担当：茅ヶ崎市 

福祉部福祉政策課福祉政策担当 森・中田・舟橋 

電話 0467-82-1111（内 3221～3223） 
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1 

民生委員・児童委員は、１期３年として活動しており、３年に１度、全国的に一斉に委員を改選する 

こととなっております。次回一斉改選は、令和４年１２月１日に行われます。 

 自治会長の皆様より、一斉改選に向けた民生委員・児童委員の候補者の内申を頂くにあたり、下記の 

内容についてご一読下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

１ 民生委員・児童委員に係る基本情報 

(1)民生委員・児童委員の役割と活動

民生委員・児童委員は、「常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行う」ことを

役割として担い、日頃から、支援を必要としている方がいないか友愛訪問を通して、把握してい

ただいております。また、必要に応じて、行政や福祉関係機関のサービスをご紹介するなど、適

切な支援につないでいただいております。 

(2)民生委員・児童委員の担当区分

民生委員・児童委員は、大きく「一般委員」と「主任児童委員」に分けられます。 

○一 般 委 員･･･ 一人あたり数百世帯の担当区域を受け持ち、高齢者、障がい者、児童の区

分に関わらず、援助を必要とする方の支援を行います。 

○主任児童委員･･･ 世帯数ごとの担当区域は持たず、地区まちぢから協議会区域単位で活動し

ます。 

児童相談所やその他児童福祉関係機関、区域担当の児童委員と連携しなが

ら、児童に特化した支援活動を行います。 

(3)一斉改選の対象

３年に１度の一斉改選では、全民生委員・児童委員が改選の対象となります。 

なお、改選にあたっては、現在活動中の民生委員・児童委員も、再任することが可能です。 

(4)民生委員・児童委員の任期

  民生委員・児童委員の任期は、１期３年です。３年ごとに一斉改選が行われます。 

○現 在 活 動 中 の 委 員 の 任 期･･･令和元年１２月１日～令和４年１１月３０日

○今回内申を依頼する委員の任期･･･令和４年１２月１日～令和７年１１月３０日

(5)民生委員・児童委員の活動費

  民生委員・児童委員は、民生委員法第１０条により「給与を支給しないもの」と規定されて

おり、あくまでボランティアとして活動していただいておりますが、活動に必要な交通費や通

信費等に対する費用として、市より活動費をお支払いしています。  

   ○一般委員  年額９８，４００円 月額８，２００円 

○地区会長 年額１１４，０００円 月額９，５００円  

自治会長向け説明資料 
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2 

※主任児童委員は、一般委員と同額となります。

【４半期ごとに（６月、９月、１２月、３月）に金融機関口座へ振込】 

２ 民生委員・児童委員の推薦について 

※以下、推薦基準は全て委嘱日の令和４年１２月１日現在での状態とします。

(1)一般委員の推薦基準

○ 新任の場合

・３０歳以上、７２歳未満の者

（昭和２５年１２月２日から平成４年１２月１日までに生まれた人）

・担当区域に在住し、地域の実情に精通している人

・地域住民のキーステーションとして常時連絡できる状態にある人

・地域福祉の向上に積極的な活動が期待できる人

・できる限り若返りに努めることとするが、地域の実情によってはこの限りではない

○ 再任の場合

・７５歳未満の人（昭和２２年１２月２日以後に生まれた人）

・会議や研修への出席及び報告書の提出が、50％以上の人（各種データは依頼時に提供。）

・地域の実情によってはこの限りではない

(2)主任児童委員の推薦基準

○新任の場合

・３０歳以上６０歳未満の人（昭和３７年１２月２日から平成４年１２月１日までに生まれた人） 

・地域の実情によってはこの限りではない

○再任の場合

・６５歳未満の人（昭和３２年１２月２日以後に生まれた人）

・地域の実情によってはこの限りではない

(3)配置基準

○一般委員の配置基準

中核都市及び人口１０万人以上の市においては、１７０世帯～３６０世帯に１人を配置する

こととされています。ただし、地域の高齢化の実態や、民生委員の経験年数等も踏まえて担当

区域を地区民生委員児童委員協議会で割り振りますので、受け持ち世帯数は民生委員ごとにば

らつきがあります。 

○主任児童委員の配置基準

主任児童委員は、地区の区域担当の民生委員児童委員の定数により、下記のとおり国の基準

で人数が定められています。 

・区域担当が３９人以下地区 ･･･２人

・区域担当が４０人以上の地区･･･３人

（※現在のところ、茅ヶ崎市では区域担当４０人以上の地区はありません。）
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（4）内申母体

○一 般 委 員･･･自治会ごとに、世帯数に応じた数の候補者を選出していただき、自治会長名

で内申を頂きます。自治会の大きさにより、複数の候補者を選出いただく自

治会もあれば、複数の自治会から連名で１名を選出いただく場合もあります。 

○主任児童委員･･･各まちぢから協議会、自治会連合会ごとに選出していただき、各まちぢから

協議会、自治会連合会長名で内申を頂きます。市内の１３地区は、全て２名

ずつの配置となっております。 

（5）内申数

現在、市内の民生委員児童委員の定員は、神奈川県条例に定められており、区域担当３０２名、

主任児童委員２６名となっております。高齢者の増加等に伴い、次回一斉改選に向けて一般委員

数の見直しを検討している地区民生委員児童委員協議会もございます。 

具体的な内申依頼数は、自治会ごとに依頼時にお知らせいたします。 

３ 令和４年度内一斉改選事務の流れ 

時期 行 事 事務内容 

令和３年１２月 

～令和４年１月 

民生委員活動 

地区説明会 

○各地区にて説明会を開催（日程は個別調整）

○説明会内で、内申に係る各種調書等配布

説明会開催後～ 

３月下旬 

○各自治会、まちぢから協議会、自治会連合会にて、候補

者選出 

○内申書を福祉政策課へ提出（分庁舎２階 ３番窓口へ） 

３月２９日 内申書提出 １次締め切り 

４月１０日頃 ○内申書未提出自治会へ内申について、再度依頼

６月下旬頃 内申書提出 最終締め切り 

   各種お問い合わせやご相談は、下記へご連絡ください。 

締め切りまでに候補者選出が間に合わない場合なども随時ご相談ください。 

ご多忙の中、大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。 

問い合わせ・連絡先 

茅ヶ崎市福祉部福祉政策課福祉政策担当 

電 話 ８２－１１１１（内線３２２１～３） 

FA X   ８２－５１５７ 

MAIL fukushiseisaku@city.chigasaki.kanagawa.jp 
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住民の生活上のさまざまな相談に応じ、行政をはじめ適切な
支援やサービスへの「つなぎ役」としての役割を果たすとともに、
高齢者や児童、障がい者の方の見守りや安否確認などにも重
要な役割を果たしています。

民生委員・児童委員とは？

主任児童委員とは？

主任児童委員は、子どもや子育てに関する支援を専門に担当し、
民生委員・児童委員と連携しながら子育ての支援や児童健全育
成活動などに取り組んでいます。

民生委員・児童委員、主任児童委員は、厚生労働大臣から委嘱を
受け、支援を必要とする人への相談、助言その他援助、および必要
な情報の提供などを行っています。
法律により、秘密を守る義務【守秘義務】が定められていますので、
ご相談内容や秘密が他に漏れることはありません。
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民生委員・児童委員に委嘱されるまで

①自治会長（主任児童委員はまちぢから協議会長、自治会連合会長）より内申が必要です。
②自治会長、まちぢから協議会会長、自治会連合会長より内申いただきました候補者を、「茅ヶ崎市民生委員推薦会※１」で審議し
ます。
③茅ヶ崎市民生委員推薦会で承認された候補者は、神奈川県に推薦され、「神奈川県社会福祉審議会民生委員審査専門分科会※２」
で審議します。
④神奈川県で承認された候補者は、厚生労働省に推薦され、最終的に厚生労働大臣が承認します。
以上の厳しい審査を経て、【民生委員・児童委員】として委嘱されます。

（※１）民生委員法、同法施行令で各市町村に設置が義務付けられている会議体です。

（※２）社会福祉法で都道府県、政令市等に設置が義務付けられている会議体です。

法定単位民児協（地区民児協）
①茅ヶ崎地区 ②茅ヶ崎南地区 ③南湖地区 ④海岸地区 ⑤鶴嶺東地区 ⑥鶴嶺西地区 ⑦湘南地区
⑧松林地区 ⑨湘北地区 ⑩小和田地区 ⑪松浪地区 ⑫浜須賀地区 ⑬小出地区

任意団体（連合会民児協）
茅ヶ崎市民生委員児童委員協議会

【常任理事会】【四役会】

○各地区会長 １３
○各地区副会長 １３
○各部会長 ３

○各地区会長１３○会長 １ ○書記 ２
○副会長 ２ ○会計 ２

○監事 ２

○部会長 １○会計 １
○副部会長 ２○書記 １
○監事 １
（構成）
●地区代表者 ２
●部員
（民生委員児童委員）

○部会長 １ ○会計 １
○副部会長 ２ ○書記 １
○監事 １
（構成）
●地区代表者 ２
●部員
（民生委員児童委員）

○部会長 １ ○会計 １
○副部会長 ２ ○書記 １
○監事 １
（構成）
●地区代表者 ２
●部員（民生委員児童委員
・主任児童委員）

【障がい福祉部会】

主任児童委員
連絡会 ２６

組織図

民生委員・児童委員を構成員とする組織（通称「民児協」）は、法定単位民児協（地区民児協）と連合民児協（市民児協等）

があります。

地区民児協の任務は民生委員法で定められており、民生委員の職務に関する連絡及び調整をすること、関係行政機関と
の連絡にあたること、民生委員の職務に関して必要な知識及び技術の修得をさせることなどがあります。

民生委員児童委員協議会組織

【高齢福祉部会】 【児童福祉部会】

総会

【理事会】

市 知事委嘱状 厚生労働大臣委嘱状

経由 経由
交付

市 長

茅ヶ崎市
民生委員推薦会

県知事 厚生労働大臣

⑤通知 ④承認

①推薦 ③推薦

神奈川県社会福祉審議会民生委員審査専門分科会自治会長

まちぢから協議会長

内申 意見具申 ②意見聴取

民生委員・児童委員（主任児童委員）
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○茅ヶ崎市民児協での主な活動について
・総会への出席（年1回）
・全体研修会への出席（年3回）
・湘南東ブロック研修会への出席（年1回）
・3部会活動への出席（総会、研修会：年２回、役員会：月1回）

○地区民児協での主な活動について

・毎月1回の地区民児協定例会への出席(第1又は第2火曜日)
※前月の活動記録の提出、各種報告、学習会等
・地域の学校、福祉に関する団体の事業や主催会議に参加、協力
・年2～3回の参加（県民児協研修会、街頭ビラ配りほか）
・3年に1回実施される在宅高齢者実態調査
（参考：平成３０年度実施内容「７５歳以上高齢者への訪問聞き取り調査）

・茅ヶ崎市社会福祉協議会の依頼による生活困窮者に対する年末たすけあい慰問金
配付対象世帯の調査・配付協力、要援護世帯修学旅行支援費支給対象者の調査・協力
・主任児童委員は「こんにちは赤ちゃん訪問」、「児童虐待」、「引きこもり児童」等の問題を
扱っています。

○民生委員・児童委員、主任児童委員の活動費

民生委員・児童委員は、民生委員法第１０条により「給与を支給しないもの」と規定されてお
り、あくまでボランティアとして活動していただいています。ただし、活動に必要な交通費や通

信費等に対する費用として、市より活動費が支給されます。
・一般委員 年額９８，４００円 月額８，２００円

・地区会長 年額１１４，０００円 月額９，５００円

※主任児童委員は一般委員と同額となります。

【４半期ごと（６月、９月、１２月、３月）に金融機関口座へ振込】

○茅ヶ崎市民児協の会費

茅ヶ崎市民児協は、本市の民生委員・児童委員をもって組織されており、会員相互の連絡調整
及び親睦を図り、並びに職務に必要な研修を行うことを目的とし、会を自主的に運営していま
す。事業を遂行するために、委員の皆さまに会費をいただき、負担金（全国民生委員児童委員
協議会、神奈川県民生委員児童委員協議会、神奈川県社会福祉協議会への会費）、運営費（会
議費、慶弔費等）に充てて、活動しています。
会費は、年額８,５００円（月額７０８円）です。

○任期について
・民生委員・児童委員、主任児童委員の任期は、３年です。
・令和４年の一斉改選で委嘱された民生委員の任期は、令和４年１２月１日から令和７年１１月

３０日までとなります。

民生委員・児童委員、主任児童委員について

○年齢要件について
・民生委員・児童委員は、新任：３０歳以上～７２歳未満 再任：３０歳以上７５歳未満
・主任児童委員は、新任：３０歳以上～６０歳未満 再任：３０歳以上～６５歳未満
・地域の実情によってはこの限りではありません。
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Q.具体的にはどのような活動をするのですか？

A.例えば、次のような活動があります。
・親の介護について不安がある方の相談を受けた。
・介護保険サービスについてご案内し、地域包括支援センターや
市役所の高齢福祉介護課を紹介した。
・主任児童委員として、市の事業である『こんにちは赤ちゃん訪問』の実施に協
力し、生後４ヶ月未満の赤ちゃんのいるお宅を訪問した。
・地域のひとり暮らし高齢者宅を訪問し、困っていることがないかお話しを聴い
た。
・地域の福祉サロン立ち上げのため、話し合いに参加した。
・民生委員・児童委員のための福祉研修会に出席した。

Q.福祉に関する知識がなくても民生委員・児童委員、主任児童委員
になれますか？

A.初めは皆、福祉との関わりのなかった人がほとんどです。

必要な知識は、実際に民生委員・児童委員、主任児童委員になられてから、

様々な研修をご用意していますので、心配はいりません。
また、経験豊富な民生委員・児童委員、主任児童委員の方々も多くいらっしゃ

いますので、少しずつ活動に慣れていただければ大丈夫です。
知識も大切ですが、地域のために何かしたい、困っている方の助けになりたい、

という気持ちが、何よりも大切です。

Q.いろいろと予定があるのですが、活動はできますか？

A.日常の地域での活動は、ご自身で予定を調整しながら対応していただいていま

す。
ただし、民生委員・児童委員、主任児童委員の組織の活動として、定期的に会議

や研修会をしており、これらは年間日程を決めて行っています。

民生委員・児童委員、主任児童委員は、地域になくては
ならない存在です。
皆さんも、地域の方の困りごとを解決するお手伝いをし
てみませんか？たくさんの仲間がお待ちしています！

≪民生委員・児童委員、主任児童委員に関する問い合わせ先≫
茅ヶ崎市役所福祉部福祉政策課福祉政策担当（TEL 0467-82-1111 内線3221～3）

発行 茅ヶ崎市民生委員児童委員協議会
茅ヶ崎市役所 福祉部 福祉政策課

ここが知りたい！民生委員・児童委員、主任児童委員
活動について（Q&A）
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民生委員・児童委員推薦基準

（ 令 和 ４ 年 度 一 斉 改 選 ）  

  民生委員法第１０条の規定により、民生委員・児童委員を改

選するにあたり、適任者を選任できるよう、次のとおり推薦

基準を設定する。  

１  選任にあたっての一般方針について

(1) 民生委員・児童委員の改選は、民生委員・児童委員の適任

者を確保することを大きな主眼として行われるものであるこ

とから、現在の民生委員・児童委員を再任する場合は、過去

の活動実績及び将来にわたって積極的な活動が期待できるか

どうか十分検討すること。  

(2) 民生委員・児童委員でない人を新たに選任する場合は、社

会福祉に対する理解と熱意のあることはもちろんのこと、地

域の実情に通じ、積極的な活動が期待できる人を選出するこ

と。  

(3) 地域住民の社会連帯の意識を高めるとともに、社会福祉に

ついての理解と関心を深め、住民参加による地域福祉の推進

を図ることができる人を選出すること。また、福祉と保健・

医療の連携を図ることが重要な課題となっていることから、

特にこれらの問題について十分な理解と関心を有し、かつ、

積極的な活動ができる人を選任するよう努めること。  

(4) その他

ア 担当区域に在住し、地域実情に精通している人。

イ 地域住民のキーステーションとなるため、常時連絡がで

きる状態にある人。
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ウ 再任者については、民生委員・児童委員としての資質向

上の意欲があり、活動実績が十分であること。具体的に

は、協議会や研修会への出席及び各種報告書の提出が５

０％以上の人。  

エ 児童及び妊産婦の保護、保健について理解と関心を持ち

かつ積極的な活動が期待できる人。  

２  年齢等について (令和４年 [２０２２年 ]１２月１日現在 ) 

(1) 現在、民生委員・児童委員でない人を新たに選任する場合

は、３０歳以上 (平成４年 [１９９２年 ]１２月１日以前に生

まれた人 )、７２歳未満（昭和２５年 [１９５０年 ]１２月２

日以後に生まれた人）で経験豊富な人を選出する。  

(2) 民生委員・児童委員を再任する場合は、７５歳未満（昭和

２２年 [１９４７年 ]１２月２日以後に生まれた人）の人を選

出する。  

(3) その他、選出に当たってはできる限り低年齢層化をはかる

こととするが、地域の実情によってはこの限りではない。

３  民生委員・児童委員の適格要件  

(1) 本市の議会の議員の選挙権を有する人。

(2) 民生委員・児童委員の選出にあたっては、地域的偏在が

生じないよう留意する。

４  内申について  

(1) 地域が個別の自治会区域の場合は、各自治会から選出し、

自治会長の内申をお願いする。

(2) 地域が複数の自治会区域にまたがる場合は、それぞれの自

治会の協議により選出し、自治会長の連名による内申をお願

いする。  

(3) 各地区の民生委員・児童委員は、各自治会からの選出に対

して、必要に応じて協力する。
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主任児童委員推薦基準  

（ 令 和 ４ 年 度 一 斉 改 選 ）

 児童福祉法第１６条、民生委員法第１０条の規定により、主任児童委

員を改選するにあたり、適任者を選任できるよう、次のとおり推薦基準

を設定する。  

１  選任にあたっての一般方針について

(1) 主任児童委員の改選は、主任児童委員の適任者を確保することを

大きな主眼として行われるものであることから、次に揚げる基準に

照らして主任児童委員にふさわしい人を推薦すること。  

( 2 )  児童福祉に関する理解と熱意を有し、また、次に例示する者など

専門的な知識・経験を有し、地域における児童健全育成活動の中心

となり、積極的な活動が期待できる人を選出すること。  

ア 児童福祉施設等の施設長若しくは児童指導員若しくは保育士等と

して勤務した人、または、里親として児童養育の経験がある人

イ 学校等の教員の経験を有する人

ウ 保健師、助産師、看護師、保育士等の資格を有する人

エ 子ども会活動、少年スポーツ活動、青少年補導活動、青少年指導

活動等の活動実績を有する人

( 3 )  その他  

ア 担当区域に在住し、地域の実情に精通している人

イ 地域住民のキーステーションとなるため、常時連絡ができる状

態にある人

ウ 再任者については、主任児童委員として資質向上及び活動実績が

十分であること。具体的には、協議会や研修会への出席及び各種報

告書の提出が５０％以上の人  
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２  年齢等について（令和４年 [２０２２年 ]１２月１日現在）

(1) 新任は、原則として３０歳以上 (平成４年 [１９９２年 ]１２月１日

以前に生まれた人 )、６０歳未満 (昭和３７年 [１９６２年 ]１２月２

日以後に生まれた人 )の人  

(2) 再任の場合は、６５歳未満（昭和３２年 [１９５７年 ]１２月２日

以後に生まれた人）の人

３  主任児童委員の適格要件  

(1) 本市の議会の議員の選挙権を有する人。

(2) 主任児童委員の選出にあたっては、複数となる地域にあっては、地

域的偏在とならないよう留意する。

４  内申について  

(1) 内申は各まちぢから協議会、自治会連合会等から選出し、まちぢか

ら協議会会長、自治会連合会長等にお願いする。

(2) 各地区の主任児童委員は、各まちぢから協議会、自治会連合会の選

出に対して、必要に応じて協力する。
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昭和 年 月 日 歳

家族構成

（同居者のみ）

※「続柄」は本

人からみて

経 年 月 ～ 年 月 年 月 ～ 年 月

年 月 ～ 年 月 年 月 ～ 年 月

歴 年 月 ～ 年 月 年 月 ～ 年 月

概 公的役

員歴等

要

社会貢

　献活動

　歴等

※塗りつぶし部分は記入不要です。 ※記入が済みましたら、所属の自治会長へご提出ください。

整理番号

民生委員　・　児童委員候補者個人調書 (A）

担  当  予  定

区域又は事項

職　業　等
職　 業

イ 年金収入

世　帯

勤務地

職業歴

月

担   当

生  年  月  日

現住所居住年数

職　　　　　業

現　　　 　　　在 過　　　 　　　去

在　職　期　間職　　　　　業 在　職　期　間

ウ その他

氏　　　 　　名 続 柄 年 齢

有　　　 ・ 無 常勤　　　・ 非常勤

（１）本人の収入

年 齢

（３）その他

氏　　　 　　名

電話番号

続 柄

（２）家族の収入

( 年)

ふりがな

〒

・ 女氏　 　名

住　 　所

性　別

男

世帯数

ア 給与収入

世帯の主たる収入

賞　罰

（R４一斉改選・本人記入）

令和4年１２月１日現在の内容をご記入下さい。

年　齢

秘
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適 　委員の立場を政治的に利用する

否 　おそれ　（法１６条）

事 ・ 　健　康　状　況 ・ 普通

項 ・ 　地域の信望・実情把握 ・ 普通

新 　一般社会福祉に対して ・ 普通

任 　児童福祉に対して ・ 普通

事 　共同募金等に対して ・ 普通

項 　ボランティア活動に対して ・ 普通

　地域福祉活動に対して ・ 普通

　世帯更生活動に対して ・ 普通

再 　児童委員活動に対して ・ 普通

　関係行政機関への協力 ・ 普通

任 ８０％以上　 ・ ５０％以上 ・ ５０％未満

８０％以上　 ・ ５０％以上 ・ ５０％未満

事 ８０％以上　 ・ ５０％以上 ・ ５０％未満

昭　和

項 平　成

昭　和 昭　和

平　成 平　成

歳 年 月

辞任年月日 　辞任理由

※塗りつぶし部分は記入不要です。 ※委任歴や前任者など、不明な部分は空欄で構いません。

（R４一斉改選・自治会長記入）

民生委員　・　児童委員候補者個人調書（B）

※候補者の
人柄や日頃
の活動等、推
薦するに至っ
た理由を詳細
にご記入下さ
い。

前
任
者

各種報告の提出

年　齢性 別 職　　　業

よい 普通

月

男 女

～

協議会への出席

日年

研修会への出席

熱心 

日

熱意がある 

熱心 

熱心 

～

推薦理由等

※必ずご記入下さい。

経験年数

良好

 前　・

 元　・

年

熱意がある 

・

　年　　　　　月　　　　　日

氏　　名

ふりがな

委 任 歴

活動に対す
る

熱意と
遂行状況

通 算 期 間

年 月

日

年

　家族の理解と協力

有 ・

有

無

普通

無

月

月

熱心 

熱意がある 

現　　　 　在

社会福祉に
対する態度

・

良好

有　地方議員の選挙権

熱意がある 

　時　間　的　余　裕

秘
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民生委員・児童委員及び主任児童委員候補者個人調書の記入について

☆調書の記入に当たっては、委嘱日（令和４年１２月１日）現在の内容でご

記入ください。個人調書は両面に記入欄がございますのでご注意ください。

１．表面について  

 １）記入者  

候補者ご本人がご記入ください。

２）記入不要欄  

担当予定区域又は事項、担当世帯数は記入しなくて構いません。

３ ) 氏名欄  

正しい字体（住民登録）で記入し、ふりがなをつけてください。

 ４）現住所居住年数欄

月数は、 15日以下は切り捨て、 16日以上は切り上げてご記入ください。

５）職業等欄  

◇有・無どちらか該当する方を○で囲みます。

◇有を○で囲んだ場合には、職業を記入し、常勤または非常勤を○で囲

みます。また勤務地について市町村名まで記入してください。

◇世帯の主たる収入については、該当する番号 (1)～ (3)及びア～ウをい

ずれか一つ○で囲みます。

６）家族構成欄  

◇同居者のみを記入し、候補者本人の記入は不要です。

◇本人との続柄欄は、夫、妻、子、父、母、妹、弟、子の妻等と記入

します。

（家族構成の「続柄欄」の主な記載例）

  a 候補者本人の嫡出子、養子及び特別養子は、「子」と記載

 b 候補者本人の養父母は、「父」、「母」と記載  

 c 候補者本人の義父母は、「夫の父」、「夫の母」、  

  「妻の父」、「妻の母」と記載  

 d 候補者本人の孫は、「子の子」と記載  

 e 候補者本人の子の配偶者は、「子の妻」「子の夫」と記載

７）職業歴欄  

 過去及び現在の職業と在職期間を記載してください。   

８ ） 公的役員歴等欄  

  下記の区分例等により主なものを役職名も併せて記入してください。

（例）自治会、ＰＴＡ、社会福祉協議会、青少年指導委員、  

子供会、婦人会、保護司、人権擁護委員…
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９）社会貢献活動歴等欄  

 下記の区分例等により主なものをご記入ください。

 （例）   ＮＰＯ活動、○○ボランティア  等  

１０）賞罰欄  

  主なものをご記入ください。  

各種表彰は受賞年度も併せてご記入ください。

２．Ｂ面について  

 １）記入者  

自治会長がご記入ください。

２）記入不要欄  

地方議員の選挙権は記入しないでください。

３）新任事項欄（候補者が民生委員経験の無い場合はこちらに記入）

 該当の項目に○をしてください。

※特別な理由がない限りは、熱意があると判断いただいて構いません。

 ４）再任事項欄（候補者が民生委員経験のある場合はこちらに記入）

該当の項目に○をしてください。  

委任歴や通算期間は、分かる範囲でご記入ください。

  ５）前任者欄  

 候補者が新任の場合のみご記入下さい。  

 経験年数、辞任年月日等は分かる範囲でご記入下さい。  

 辞任理由欄は、下記の区分例等により記入してください。

（例）病気、家族介護、転居、議員立候補、任期満了、等

６）推薦理由等欄  

 候補者を推薦するに至った理由を、必ずご記入ください。

３．複数の自治会にわたって内申いただく場合について

候補者の担当区域が複数自治会にまたがる場合は、候補者１名につき個人

調書を１枚作成いただき、内申書は当該自治会長の連名でご提出ください。

４．個人情報の取り扱いについて  

  個人調書は、候補者及び前任者等の個人情報が含まれますので、紛失等

のないよう、十分ご注意下さい。  

☆ご不明な点は下記問い合わせ先までご連絡ください。

問い合わせ先

茅ヶ崎市役所福祉政策課福祉政策担当（分庁舎２階  ３番窓口）

TEL 0467-82-1111(内線 3221～ 3) 

FAX 0467-82-5157 

  MAIL fukushiseisaku@city.chigasaki.kanagawa.jp 
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